
議案第４８号 

 

 

   若狭町使用料条例の一部改正について 

 

 若狭町使用料条例の一部を改正する条例を、別紙のとおり提出する。 

 

  令和８年６月５日提出 

 

                 若狭町長 渡辺 英朗 

 

 

 

 

 

   提案理由 

 中学校体育館への空調設備の設置により、学校体育施設の空調設備を利用した場

合の使用料に関する規定を整備することに伴い、条例の改正が必要となるため、こ

の案を提出する。 



1 
 

若狭町条例第  号 

 

 

若狭町使用料条例の一部を改正する条例 

 

 若狭町使用料条例（平成１７年若狭町条例第５２号）の一部を次のように改正す

る。 

表中「 屋内運動場照明施設 １時間 １００ 」を 

     

  「 屋内運動場照明施設 １時間 １００  

 屋内運動場空調施設（上中中学校） １時間 １，６００  

 屋内運動場空調施設（三方中学校） １時間 １，４００  

 屋内運動場空調施設（各小学校） １時間 ８００ に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、令和８年９月１日から施行する。 

 


